
児童ポルノ等被害が深刻化する中での 
青少年の健全育成について 

～第31期青少年問題協議会緊急答申～ 

（概要版から抜粋） 
 

 

 

 

 

≪規制等対応≫ 

○ 青少年に児童ポルノ等の作成・提供を不当に（注）勧誘する行為を罰則を

もって禁止（東京都青少年健全育成条例の改正） 

（注） ① 青少年が拒絶しているにもかかわらず勧誘する方法  

② 欺き、又は誤解させる方法 

③ 威迫する方法   

④ 対償を供与し、又はその供与の約束をする方法 

⑤ その他困惑させる方法 等 

○ 民間相談窓口を含めた関係機関の連携による勧誘段階での被害防止 

○ 他の道府県への条例改正の要請及び国への法整備の要望      

 

≪普及啓発、教育、相談等対応≫ 

○ 青少年の性に関する都の責務の追加（東京都青少年健全育成条例の改正） 

○ 追加された都の責務に基づく青少年、保護者等への普及啓発等の強化  

  

≪技術的対応≫ 

○ ネット上の有害な働きかけ等対策を目的とするアプリケーション等の推

奨対象への追加（東京都青少年健全育成条例の改正） 

○ 都がアプリケーション等を推奨した後の積極的な広報 

 

 

 

 

自画撮り被害を防止するためには、青少年の未成熟な判断能力に頼るところが

大きいため、様々な取組による補完が必要 

資料３ 



   0120-1-78302
※平成30年4月1日からフリーダイヤルになります。
月～金 9:00-18:00／土9:00-17:00
☎0570-783-184

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ  な や み ゼロ に



ちょっと待って、あの日の自分 
～自画撮り被害等に遭わないための啓発教材～ 

 「自画撮り」被害を知ってもらうためにドラマ形式の動画教材を作成しました。 

 「青少年」と「保護者」のそれぞれの視点で捉えた動画です。 

動画は、「東京動画」から視聴できます。 
 https://tokyodouga.jp/uvmaThty8zw.html（青少年用） 
 https://tokyodouga.jp/gudyRNxizzI.html（保護者用） 

DVDの貸出も行っています。ご希望の方は下記連絡先までお問い合せください。 
 
青少年・治安対策本部 青少年課【電話】０３－５３８８－３１８６ 

(青少年用） (保護者用） 












